
記載不備の'インボイスを受け取った場合

"1 この領収圭、消費税額の記載がない・ー?
画

もしかしたら簡易インボイスかもしれません

●簡易インボイスなら税率さえ書いてあれぱOK!
簡易インボイスが発行可能な事業
スーパー・コンビニ・百貨店・文具店・雑貨店などといった小売店、

飲食店、タクシー、時間貸し駐車場、写真店、旅行会社・旅行代理店、

その他不特定かつ多数の者を相手にする事業

(伊D 通販サイト、ホテル、航空機、レンタカー、宅配サービス、会員向けセミナーetc

記載事項が明らかしこ誤っている・ー

誤り・不足事項を取引先と共有して確認を受ける
ことで、自ら修正することも可能です!

了解です!7 ここを直します!

1"剖'ひム

・"・."よ゛敵')

確認時のワンボイント・アドバイス

母国税庁

修正した請求書に「修正事項●月●日先方確認済み」といった文言を記載しておけぱ、確認
を受けたことを明らかにできます!

その,他ワンポイント・アドバイス

インボイスの消費税額、計算方法はあっていますか?

内容を

双方確認

◆'よミ

1円未満の端数処理は、 1インボイス

当左」ι、税率^に壁れ^

●商品・明細行ごとの端数処理はX

、

.

【発行者の皆様へ】

ι"」.、:.゛、.^、P、'

端数処理は、受領側では確認が難しいので、発行領'の責任でしっかり確認をお願いします1

、学二'
ι

対価の額

5,106円

8,359円

1,3井ιミ円?

消費税額

13,465円

・十

510円

835円

1,346円
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【事例口
0 「報酬総額11万円」で契約を行った。

0 取引完了後、' ノ、

が提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、

五這ユ益塾ことにした。

インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方

1 ①契約

こととした。

^^^^

1 蝕

^巨^

______J

下請事業者A
(個人事業者)

③よく見ると
この請求書は、インポイス番号が
ない力ちAさんは免税事業者
ということか・・・! ^

報酬総額
11万円

契約寺,

・'ミ・'

ブー、つ

゛..

L-^ー_{_

ノ

^^

^

^

.^"

インボイス番号恋し

②取引完了後・・・

》それ、下請法違反です!
発注者(買手)力や下請事業者に対して、免税事業者であることを理由にして、消費税相当額の

一部又は全部を支払わない行為は、下請法第4条第1項第3号で禁止されている

「下請代金の減額」として問題になります。

.^

当客の1
つ:

^^

1亀1免税事業者

^^

旧

【事例2】
0 継続的に取引関係のある下請事業者と、免税事業者であることを前提に「単価10万円」で発注を行った。

0 その後、今後の取引があることを踏まえ、下請事業者に 。結果、下請事業者が課税

^

'ー

^

'.圖

の一立
ーため、下請事業者

・④結果

総額11万円

事業者となったにもかかわらず、その後の

1 ①単価交渉及び発注

Aさん、あなた免税事業者なら、

消費税相当額は払えないなあ

そ、そんなあ

立

飴
下請事業者A
(個人事業者)

③課税事業者選択
蛋^

単価

10万円_ノ、

、.ι'、

、、,〔宅「^1
4-ーーーーー・・・・・・・・・・・・・、・、・・ー・・ーーーーーー^

詞国促店

日国尿匡

●■ι盆^り・

師、な§〔
課税事業者選択^1 登録申請手続

YY

"鬮

尋●置●^

^^

^

三圭 jl,

ー'て

Aさんは免税

事業者よね

^

、
、

L__

」"、

インポイス事巣者になった

から、次回は価格交渉しな
いと・・・"'

1(②その後

鯵
免税事業者

r

今後も踏まえ、インボイス登
録をお願いします。

承知しました!

》それ、下請法違反となるおそれがあります!
下請事業者力課税事業者になったにもかかわらず、免税事業者であることを前提に行われた単価
力ちの交渉に応じず、一方的に従来どおりに単価を据え置いて発注する行為は、下請法第
4条第1項第5号で禁止されてぃる「買いたたき」として問題になるおそれがあります。
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【事例3】

0 その際、「インボイス事業者にならなけれぱ、

0 課税事業者が、取引先である免税事業者に対して、

れぱ△'

①要請文害発出.
いきなり何だが多いし、とりあえず、課税

1^!'・・_事巣者になってもらお毛',切向

^(免税事業者f""、~一手腐^
愚,'響ιこごニニ.」t熱^、;."取引先B゛ー^,壽ミ#" J..、;."取引先B゛ー^,壽姦>"_.^.

^

L-

③価格交渉
〔

舗

1 1、 ブー

、ー

、

(免税事業者のミ萩のAさんの場合)

免税事業者のま薮でも、価格を据え
置いてもらえませんか・・・?

免税のままなら10%価格を引き下
けます!それがいやなら今後の取引は
考えさせていただきます。

わかのました

^

f、.1 亀■

"' 11 会

》それ、独占禁止法上問題となるおそれがあります!
課税事業者になるよう要請すること自体は独占禁止法上問題になりませんが、それにとどまらず、課

税事業者にならなけれぱ取引価格を引き下ける、それにも応じなけれは取引を打ち切る
などと一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。また、課税事業者
となるに際し、価格交渉の場において明示的な協議なしに価格を据え置く場合も同様です。

0

」という文言を用いて要請を行った。また、要三青値

②要請文書には・・・・ー、"ー・.生凱

、,'、湾、"K、ぎ

驫'驫,1^、・"_・禽,工§ミ.・"・

い

0

【想定事例】

0 発注事業者(課税事業者)が、経過措置健)によの一[の

11③
,1、

承諾いただけなけ

'

1

にかか

価格交渉(課税転換するBさんの場合)

(取引を切られるのは困る・・・!)
課税事業者になります!

ありがとうございます。では、今まで通りの
金額でお願いします。

課税転換するのに、価格交渉もさせ
てくれないんですね・・・

通告した。
6生)免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度の実施後3年問は、仕入税額相当額の8割、その後の3
任問は同5割の控除ができることとされている。

、

. .

゛

①文書の発出

^

『^■

、

、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も

ア

いきなり何だ

ろうー?費税相当額を支払う 1"必要はないわね

には、

愚,
.^

"^^
(免税事業者)轟壷-1

倉す/'、、'
取引先B

経過措置はあるけど、

免税事業者だから、消

[

》それ、独占禁止法上又は下請法上問題となるおそれがあります!

^発注事業者(課税事業者)が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められて
、、いるにもかかわらず、取引先の免税事業者に対し、インボイス制度の実施後も課税事業者

W 器ざ驫豁器難窯談於長雙鬻悌雜夕襲鷲鼎戸売

(免釈事棄者)
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「請負金額総額卞10万円」で建設工事の請負契約を行った。

工事完了後、

提出してきた請求書に記載された金額にかかわらず、

わ益いことにした。

①契約

インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る
建設業法上の考え方の一事例

ンノ、

^●一
11公 R 、1

ス

'冒'
、ノ

下請負人A

③よく見ると

青負金額総額

抑約'

110万円

、i二

六かっーことが

この請求書は、インポイス番号が
ないからAさんは免税事業者
ということか・・・!

■^
.,、

値迂ミ伝処理(法第19条の3等)

▲元請負人が、下請負人と合意することなく、下請工事の施工に伴
い副次的に発生した建設廃棄物の処理費用を下請負人に負担させ

、下請代金から差し引く場合

ー..

^

」___^

'寺区;

インボイス番号なし

11②工事完了後

^

ニ:
A

に

よ、打,

》それ、建設業法違反です!

^

元請負人 1

元請負人(下請契約の注文者)が、自己の取引上の地位を不当に利用して、免税事業者である下請負人に
対して、一方的に消費税相当額の一部又は全部を支払わない(減額する)行為により、請負金額がその工事
を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、建設業法第19条の3の「不当
に低い請負代金の禁止」の規定に違反する行為として問題となります。

^^

'^

'9,'ごー゛

^◆一
If ,,11

目当百の一音

建設業法令遵守ガイドラインの概要【インボイス関連抜粋】

'冒'

1日

、J

免税事業者

'ー'^^

iオ震含、'

④結果

ため、下請負人が

疋

総額110万円

元請負人と下請負人との関係に関して、

を目的として策定(H196策定、 R6.9最終改訂)

は全音

に

く建設業法令遵守ガイドライン国士交通省H P :htts: WWW.m枇.0

(インボイス番号なし)

Aさんは免税事業者なら、

消費税分は払えないなあ

その額だと原価割れし
てしまうので、それは

困ります・・・!

^

ー゛^
1 、'一叉1

ノノ、

▲冒'

条の2)

▲不朋確な工事内容の提示等、暖昧な見積条件により下請負人に見

積りを行わせた場合

山

の

打.、.

3

日^

'

■^
主

'元請負人が、自らの予算額のみを墓準として、下請負人との協議

在行う区となく、下請負人による見積額吾大幅に下回る額で下請
契約を締結した場合

の

と

6去第20条第3項、第20

、

伺

メ

、

4)
'下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に対して、下請工事に
使用する資材等を指定した結果、予定していた購入価格より高い
価格で購入することとなった場合

と

^^

,,力t ._'で!

闇

大'霞韮

totlkensan

(法第 1 9条の 3)

.

大'閉目

、

'下請負人が、元請負人からの支払に際し、正当な理由なく長期支払保留を受けたことを監督行政庁に通報したため、取引を停
止した場合

O const 1 6 bt oo0188.html>

1

、

の論
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==゛

か
ハ正かつ

の

打,

」、ー

1、;゛

盟着工前に書面による契約を行わなかった場合
冒追加工事又は変更工事が発生したが、書画による変更契約を行わ

なかった場合

(法第1 9条の

伽ぞ゛

)

6去第24条の5)

国土交通省

@注且値発注(法第19条の3等)

▲元請負人が、下請負人から提出された見積書に記載されている法
定福利費等の内容を検討することなく、一方的に差し引きするな
ど、一定の割合を差し引いて下請契約を締結した場合

ことにより、
^

'

(法第1 9条第1項等)
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インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)

インボイス制度に関し、免税事業者やその取引先の対応について考え方を明らかにし、制度への
理解を深め、必要な対応をご検討いただく際にご活用いただくことを目的として作成したものです。

^インボイス制度が実施されて、何が変わりますか?

インボイス制度で何が変わるのか

課税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けることで、インボイスを
発行できるようになります。インボイスには消費税額等が記載されるため、

その転嫁がしやすくなる面もあると考えられます。事業者は請求書等の記
載事項やシステムの改修等への対応が必要となる場合があるところ、改
正電子帳簿保存法の活用を図るほか、デジタル化の推進のための専門
家派遣やITの導入支援などを行います。

゛

売上先が、以下のどちらかに該当する場合は、取引への影響は生じない
と考えられます。

①売上先が消費者又は免税事業者である場合
②売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合
そのほか、消費税が非課税とされるサービス等を提供している事業者に
対して、そのサービス等のために必要な物品を販売している場合なども、
取引への影響は生じないと考えられます。

兄

が生じる'です

免税事業者への影響

..

、冗

、?

売上先がQ2のいすれにも当てはまらない場合、

免税事業者の取引への影響に配慮して経過措置が殷けられており、イン
ボイス制度の実施後6年間は、仕入税額控除が可能とされています。なお、
亮上先の意向で取引条件が見直される場合、その方法や内容によっては、
売上先は独占禁止法,下請法・建設業法により問題となる可能性がありま
す(Q7参照)。

゛'

^、

^

課税事業者を選択した場合、消費税の申告・納税等が必要になりますが、
課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度を適用でき、その
場合は仕入れの際にインボイスを受け取り、保存する必要はありません。

1 、

必要になりますか?

=

:▼

' 引に1.

こ亨二"

^ ..
■●

゛

インボイス制度への対応に関するQ&Aについて(概要)

' ような

簡易課税制度を適用している場合は、インボイスを保存しなくても仕入税
額控除ができるため、仕入先との関係では留意する必要はありません。

簡易課税制度を適用していない場合も、取引への影響に配慮して経過措
置が設けられており、免税事業者からの仕入れについても、制度実施後3
年間は消費税相当額の8割、その後の3年聞は5割を仕入税額控除が可
能とされています。

また、消費税の性質上、免税事業者も自らの仕入れに係る消費税を負担

しており、その分は免税事業者の取引価格に織り込まれる必要があること
にも、ご留意ください。

課税事業者は、免税事業者からの仕入れについて、

課税事業者の留意点

田

影響が生じます 、ずフ

'

選

仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを
検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか?

取引上優越した地位にある車業者(寅手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除できないことを理由に取引価格の引下げを要請し、再交
渉において、双方納得の上で取引価格を設定すれぱ、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではありません。
しかし、再交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払え
ないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。

、,

^、

'雅,

2

Q6

、

取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先がインボイス発行事業者でな
いことを理由に商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。

●只・

簡易課税制度を適用している場合は、インボイスを保存しなくても仕入税額
控除ができるため、仕入先との関係では留意する必要はありません。

また、簡易課税制度を適用していない場合は、取引条件を設定するに当た
り、相手がインボイス発行事業者かを確認する必要があると考えられます。

免税事業者から仕入れを行う場合は、設定する取引価格が免税事業者を
前提としたものであることを、互いに理解しておく必要もあると考えられます。

いいで

独占禁止法等において問題となる行為

3

゛

、

'の旦二.の叉

取引上優越Lた地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税享業者である仕入先に対し、取引価格の据置きを受け入れ
る代わり1こ、取引の相手方に別途、協賛金、販亮促進費等の名目で金銭の負担を要請することは、当該協賛金等の負担額及びその算出根拠等につ
いて、仕入失との問で明確になっておらず、仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合などには、優越的地位の濫用として問題
となります。
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取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先仁対し、取引価格の据置きを受け入れ
る代わり{こ、当該取引に係る商品,役務以外の商品・役務の購入を要請することは、仕入先が事業遂行上必要としない商品・役務であり、又はその購
入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。

旦」取三皿佳止
事業者がだの事業者と取引するかは基本的に自由ですが、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制座の実施を契機
として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、
不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
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課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題となるも
のではありませんが、それにとどまらず、課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにする
などと一方剖に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります。

※上記において、独占禁止法上問題となるのは、行為者の地位が相手方に優越していること、また、免税事業者が今後の取引に与える影響等を懸念して、行為者
による要請等を受け入れざるを得ないことが前提となります。
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